
三木市要介護認定及び要支援認定に係る資料提供取扱要領 

 

平成３０年７月１日 

令和３年 10月１日改訂 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、介護サービス計画、介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメン

ト（以下「介護サービス計画等」という。）の作成等介護保険事業の適切な運営を目的と

して、三木市が行う要介護認定及び要支援認定（以下「要介護認定等」という。）に係る

資料提供について必要な事項を定めるものとする。 

 

（資料提供） 

第２条 本要領において資料提供とは、介護サービス計画等の作成及び介護報酬の請求に

当たり必要とする当該被保険者（以下「本人」という。）の要介護認定等の情報を三木市

が提供することをいう。 

２ 資料提供に当たっては事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本

人の同意は介護保険（要介護・要支援）認定申請書で確認する。 

 

（資料提供対象） 

第３条 本要領に基づき提供する情報は次のとおりとする。 

 (1) 認定調査票（概況調査・特記事項） 

 (2) 介護認定審査会における判定結果・意見 

 (3) 主治医意見書 

２ 前項第３号に規定する主治医意見書に係る資料提供については、当該主治医意見書を

作成した医師の同意を要する。この場合において、当該主治医意見書を作成した医師の同

意は、主治医意見書における介護サービス計画作成等に利用されることの同意欄におい

て確認する。 

 

（資料提供対象者） 

第４条 資料提供対象者は、本人と、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメ

ント、施設サービス、地域密着型サービス（ただし、認知症対応型共同生活介護、介護予

防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、看護

小規模多機能型居宅介護に限る。）、特定施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生

活介護（以下「居宅介護支援等」という。）の提供に係る契約を締結している地域包括支

援センター及び居宅介護支援事業者等とする。 

２ 地域包括支援センター等から、介護サービス計画等の原案の委託を受けている居宅介

護支援事業者等は、資料提供を受けることができない。 



３ 入所（特養）判定に用いる資料提供に係る申請は、原則、本人または親族に限る。 

 

（申込みの手続き） 

第５条 資料提供を受けようとする者（以下「資料提供申込者」という。）は、要介護認定

等の資料提供に係る申出書兼誓約書（様式第１号）を提出するものとする。 

２ 資料提供申込者は、三木市から居宅介護支援事業者等又はその職員であることを証す

る書類の提示又は提出を求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 資料提供申込者は、居宅介護支援等の事業所が変更になるときであって、かつ、変更前

の居宅介護支援等の事業所から情報提供を受けられないときは、本人との契約関係が明

らかになる書類を提示するものとする。 

４ 資料提供申込者は、第２項により提示する居宅介護支援事業者等若しくはその職員で

あることを証する書類及び第３項により提示する本人との契約関係が明らかになる書類

を複写することに同意するものとする。 

 

（資料提供を受けた者の遵守事項） 

第６条 提供を受けた情報は、当該情報に係る被保険者本人の介護サービス計画等の作成

以外の目的には使用してはならない。 

２ 提供を受けた情報は、本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若

しくは提供し、又は親族情報を親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者

に知らせ若しくは複写、提供してはならない。 

３ 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者等の管理者は、従業者又は従業者であ

った者が、上記の１及び２に記した行為を行わないよう必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 提供を受けた情報は、厳重に管理し、紛失、破損、情報漏えい等がないよう適正な保管・

管理に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡

し、その指示に従い善処しなければならない。 

５ 介護サービスの提供に係る契約が終了又は解除されたとき等、提供を受けた情報を所

持する必要がなくなった場合は、責任を持って廃棄しなければならない。 

６ 本人又は三木市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これ

に応じなければならない。 

 

（補則） 

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要領は、平成３０年７月１日から適用する 

この要領は、令和３年１０月１日から適用する 

  



  



（別紙） 

要介護認定等の資料提供について 

 

１ 介護保険【要介護・要支援】認定申請書の同意欄から抜粋 

介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介

護認定・要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医

意見書を、三木市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若

しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査

員に提示することに同意します。 

 

２ 情報提供可能書類（要介護認定等の資料提供に係る申出書兼誓約書の組合せ） 

本人との関係 使用目的 提供（可能）資料 条件 

１ 親族 ４特養入所判定 ・判定結果 ・窓口に来た人の身分確認証

の写しをとり、続柄を聞き取

り、記入する。 

２ 居宅介護支援

事業者 

 

１サービス計画の作成 ・判定結果 

・認定調査票 

・主治医意見書 

・市外の事業所のケアマネが

申請の場合は、ケアマネ証の

写しが必須。 

３ 地域包括支援

センター 

 

１サービス計画の作成 ・判定結果 

・認定調査票 

・主治医意見書 

 

４ 居宅サービス

事業者 

 

１サービス計画の作成 ・判定結果 

・認定調査票 

・主治医意見書 

・有料老人ホームのうち特定

施設 

５ 介護保険施設 

 

１サービス計画の作成 ・判定結果 

・認定調査票 

・主治医意見書 

 

３その他 ・主治医意見書 ・認知症加算などの算定要件

に主治医意見書が必要なとき 

６ 地域密着型サ

ービス事業者 

１サービス計画の作成 ・判定結果 

・認定調査票 

・主治医意見書 

・グループホーム 

・小規模多機能型 

・地域密着福祉施設 

３その他 ・主治医意見書 ・認知症加算などの算定要件

に主治医意見書が必要なとき 

※ 上記１～６以外の場合は、諸事情の聞き取りにより個別対応します。 

※ 施設等における「初回のみ」の制限は削除。 

  



（留意事項） 

１ 「新規で要介護・要支援認定を受けた」 

・居宅サービス計画作成依頼届出書の作成依頼の届出日以降に提供する。【第４条第１項】 

 

２ 「認定期間中に、居宅介護支援事業所が変更した」 

 ・変更後の事業所が変更前の事業所に請求（変更前の事業所は、本人の承諾等を得る） 

  ただし、変更前の事業所に請求が困難な場合は【第５条第３項】による。 

 

３ 「更新で居宅介護支援事業所が変わらない」 

 ・提供する。【第４条第１項】 

 

４ 入所判定に用いるが、本人又は家族が窓口に来れない場合 

 ・代理請求は不可。郵送での請求をしてもらい対応する。 

  



記載例１ 

 

 

 



記載例２ 

 

 


